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判例研究

社
会
法
判
例
研
究
（
第
五
二
回
）

社
会
法
判
例
研
究
会

需
　
私
立
大
学
教
授
に
対
す
る
地
元
新
聞
紙
上
発
言
等
を
理
由
と
す

　
る
戒
告
処
分
の
有
効
性

二
　
教
授
会
出
席
そ
の
他
の
教
育
諸
活
動
停
止
要
請
の
法
的
性
質
と

　
そ
の
効
力

　
　
　
　
　
　
－
学
校
法
人
享
栄
学
園
（
鈴
鹿
国
際
大
学
）
事
件

最
高
裁
平
成
一
九
年
七
月
＝
二
日
第
二
小
法
廷
判
決

平
成
一
八
年
（
受
）
三
四
七
号
　
無
効
確
認
等
請
求
事
件

破
棄
自
判
、
予
測
一
九
八
二
号
一
五
二
頁

一
審
一
津
地
判
平
成
一
六
年
九
月
一
六
日
、
平
成
＝
二
年
（
ワ
）

一
七
九
号
、
裁
判
所
H
P

二
審
1
1
名
古
屋
高
判
平
成
一
七
年
＝
月
一
五
日
、
平
成
一
六
年

（
ネ
）
九
八
二
号
、
判
例
五
清
登
載

鶴
崎
新
一
郎

【
事
実
の
概
要
】

一
　
ω
　
被
上
告
人
呂
（
被
告
・
控
訴
人
）
は
、
A
大
学
を
設
置
、

運
営
す
る
学
校
法
人
で
あ
り
、
上
告
人
X
（
原
告
・
被
控
訴
人
）
は
、

戒
告
処
分
等
が
な
さ
れ
た
当
時
、
A
大
学
の
国
際
学
部
教
授
と
し
て
、

比
較
政
治
論
等
の
講
座
を
担
当
し
て
い
た
。
被
上
告
人
脇
及
び
鴫

（
被
告
・
控
訴
人
）
は
、
い
ず
れ
も
A
大
学
の
教
授
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
国
際
学
部
長
及
び
学
生
部
長
の
地
位
に
あ
っ
た
。

②
平
成
＝
年
＝
月
五
日
付
け
の
地
元
新
聞
「
M
タ
イ
ム
ズ
」

紙
上
に
、
「
歴
史
認
識
の
見
直
し
機
運
高
ま
る
」
、
「
史
観
の
押
付
け

が
問
題
」
、
「
先
人
の
功
罪
を
正
し
く
評
価
」
及
び
「
X
、
A
大
学
教

授
に
聞
く
」
と
の
見
出
し
の
下
、
同
紙
編
集
長
の
質
問
に
答
え
る
形

で
さ
れ
た
X
の
発
言
を
紹
介
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
発
言

の
要
旨
は
、
①
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
国
は
す
ぐ
に
自
国
の
歴
史

を
取
り
戻
し
て
い
る
の
に
、
我
が
国
に
お
い
て
の
み
戦
勝
国
の
史
観

が
続
い
て
い
る
、
②
戦
争
に
お
い
て
は
当
事
国
の
ど
ち
ら
か
が
一
方

的
に
悪
い
と
決
め
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
先
人
の
功
罪
を
正

し
く
見
つ
め
る
必
要
が
あ
る
、
③
県
立
施
設
で
あ
る
M
県
人
権
セ
ン

タ
ー
の
展
示
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
が
部
落
問
題
で
占
め
ら
れ
、
残
る

．
二
割
ほ
ど
が
反
日
、
自
虐
史
観
に
基
づ
く
展
示
で
あ
っ
て
、
ど
う
い

う
子
ど
も
や
日
本
人
を
育
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
疑
問
に
感
じ
る
、

④
人
権
セ
ン
タ
ー
は
一
方
的
な
歴
史
観
の
押
し
付
け
を
や
め
る
べ
き
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判例研究

で
あ
る
、
な
ど
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

③
　
B
学
長
や
呂
の
常
務
理
事
及
び
事
務
局
長
、
並
び
に
脇
は
、
X

に
対
し
、
同
月
二
九
日
か
ら
同
年
一
二
月
八
日
ま
で
の
間
、
前
記
発

言
が
大
学
に
大
変
な
迷
惑
を
掛
け
た
と
し
て
、
繰
り
返
し
辞
職
を
勧

奨
し
た
。
し
か
し
、
X
が
上
記
辞
職
勧
奨
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
同
月
一
七
日
、
B
学
長
は
、
脇
ら
ほ
か
二
名
と
共
に
「
X
教
授

の
教
員
と
し
て
の
適
格
性
審
査
委
員
会
」
を
組
織
し
、
審
査
を
行
い
、

同
審
査
の
結
果
、
全
員
一
致
で
、
X
は
A
大
学
の
教
員
と
し
て
不
適

切
な
人
物
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
ず
、
辞
職
し
て
も
ら
う
の
が
適
当
で

あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
月
二
二
日
に
臨
時

教
授
会
（
教
授
会
一
）
が
招
集
、
開
催
さ
れ
、
ま
ず
、
B
学
長
が
、

前
記
発
言
以
降
の
経
過
等
を
説
明
し
た
上
、
審
査
委
員
会
と
し
て
は
、

X
は
、
辞
職
し
て
も
ら
う
の
が
適
当
と
の
結
論
に
達
し
た
こ
と
を
報

告
し
、
審
査
委
員
会
の
結
論
に
つ
い
て
教
授
会
の
了
承
を
求
め
た
。

そ
の
後
、
出
席
者
に
よ
る
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
結
果
、
全
員
一
致

の
決
議
で
、
審
査
委
員
会
の
上
記
結
論
が
承
認
さ
れ
た
。

ω
　
脇
は
、
X
に
対
し
、
平
成
一
二
年
一
月
一
七
日
、
人
権
セ
ン

タ
ー
に
対
す
る
誹
誇
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
前
記
発
言
や
X
の
こ
れ

ま
で
の
講
義
方
法
等
は
、
呂
の
名
誉
と
品
位
を
害
し
、
そ
の
生
徒
や

学
生
の
募
集
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
呂
就
業
規
則
三

五
条
（
遵
守
事
項
）
一
号
「
学
園
の
名
誉
を
重
ん
じ
、
職
員
と
し
て

の
品
格
を
保
つ
こ
と
」
、
四
二
条
（
懲
戒
）
一
号
、
五
号
及
び
六
号

「
学
園
の
職
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
の
あ
っ
た
場
合
」
に

該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
四
三
条
（
懲
戒
方
法
）
一
号
に
基

づ
き
X
を
戒
告
す
る
旨
の
処
分
（
本
件
戒
告
処
分
）
を
す
る
と
と
も

に
、
X
に
つ
い
て
教
授
の
職
を
解
き
、
本
部
付
事
務
職
員
を
命
ず
る

と
の
辞
令
を
交
付
し
た
。

㈲
　
そ
の
後
、
呂
は
、
X
の
代
理
人
弁
護
士
か
ら
抗
議
を
受
け
、
同

年
二
月
三
日
付
け
で
、
X
に
は
当
分
の
間
教
授
を
兼
務
さ
せ
る
こ
と

と
す
る
が
、
「
大
学
の
教
授
会
で
の
前
記
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
事

情
に
鑑
み
、
教
授
会
、
委
員
会
等
へ
の
出
席
そ
の
他
の
教
育
面
活
動

等
は
お
辞
め
下
さ
い
。
」
と
記
載
さ
れ
た
回
答
書
を
送
付
し
た
。

　
さ
ら
に
、
濫
は
、
X
に
対
し
、
同
月
一
四
日
付
け
で
、
本
部
付
事

務
職
員
と
A
大
学
教
授
と
の
兼
務
を
命
ず
る
と
の
辞
令
を
交
付
す
る

と
と
も
に
、
理
事
長
名
の
連
絡
書
を
送
付
し
た
。
同
連
絡
書
に
は
、

X
は
A
大
学
短
期
大
学
部
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
一
室
で
学
園
史
の

英
訳
等
の
業
務
に
従
事
す
べ
き
旨
（
こ
の
件
に
関
し
、
呂
は
第
一
審

係
属
中
の
平
成
＝
二
年
＝
月
一
五
日
に
撤
回
の
意
思
表
示
を
し

た
。
）
及
び
「
平
成
一
二
年
二
月
三
日
付
け
回
答
書
で
ご
連
絡
申
し

上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
A
大
学
の
教
授
会
、
委
員
会
へ
の
出
席
、
そ

の
他
の
教
育
諸
活
動
は
お
辞
め
下
さ
い
。
」
と
の
記
載
（
本
件
要
請
）

が
あ
る
。
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判例研究

　
そ
の
後
、
平
成
一
二
年
三
月
八
日
に
開
催
さ
れ
た
教
授
会
（
教
授

会
二
）
に
お
い
て
、
X
に
授
業
を
含
む
】
切
の
教
育
活
動
を
さ
せ
な

い
こ
と
及
び
教
授
会
へ
の
出
席
を
さ
せ
な
い
こ
と
が
全
員
一
致
で
了

承
さ
れ
た
。
脇
は
、
教
授
会
心
の
議
長
を
務
め
、
地
は
こ
れ
に
出
席

し
た
。

⑥
　
呂
は
、
X
に
対
し
、
同
月
三
〇
日
付
け
で
、
本
部
付
事
務
職
員

の
辞
令
は
撤
回
し
た
、
X
の
A
大
学
に
お
け
る
地
位
は
平
成
一
一
年

一
〇
月
一
日
以
降
教
授
で
あ
る
な
ど
と
通
知
し
た
。

ω
　
X
は
、
戒
告
処
分
等
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
A
大
学
の
教

授
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
講
義
を
始
め
と
す
る
教

育
長
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
が
継
続
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
X
は
、
本
件
戒
告
処
分
及
び
要
請
の
無
効
確
認
、
並
び

に
脇
及
び
聾
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

二
　
一
審
は
、
本
件
戒
告
処
分
及
び
要
請
の
業
務
命
令
を
無
効
で
あ

る
と
し
て
無
効
確
認
請
求
を
認
容
し
、
ま
た
、
脇
及
び
込
は
、
X
に

対
し
、
連
帯
し
て
二
〇
〇
万
円
を
支
払
う
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
れ
に

対
し
、
呂
、
脇
及
び
ぬ
が
控
訴
。

三
　
原
審
は
、
次
の
と
お
り
述
べ
て
、
本
件
要
請
の
無
効
確
認
を
求

め
る
訴
え
を
却
下
し
、
戒
告
処
分
の
無
効
確
認
及
び
損
害
賠
償
の
請

求
を
い
ず
れ
も
棄
却
し
た
（
以
下
、
最
高
裁
判
決
理
由
か
ら
引
用
）
。

　
ま
ず
、
地
元
新
聞
紙
上
で
の
発
言
に
対
し
て
は
、
「
A
大
学
の
教

授
の
肩
書
を
示
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
内
容
も
公
的
機
関
で
あ
る
人
権

セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
黙
想
と
も
と
ら
れ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
、
呂

と
関
係
諸
…
機
関
と
の
信
頼
関
係
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ

る
」
。
ま
た
、
X
の
講
義
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
「
こ
れ
に
違
和
感
を

持
っ
た
学
生
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
本
件
A
大
学
側
に
混
乱
を
生
じ

さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
「
本
件
戒
告
処
分
が
事
実

に
基
づ
か
な
い
無
効
な
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
次
に
、

「
X
の
教
授
会
へ
の
出
席
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
性
質
上
教

授
会
が
決
定
す
べ
き
事
柄
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
本
件
要
請
は
本
件

教
授
会
一
の
決
議
を
受
け
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
…
…
、
本

件
要
請
は
、
上
記
決
議
を
前
提
と
し
て
、
X
が
自
発
的
に
教
授
会
へ

の
出
席
そ
の
他
の
教
育
諸
活
動
を
自
粛
す
る
よ
う
求
め
る
趣
旨
の
要

請
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
呂
が
使
用
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
X
に
発
し

た
業
務
命
令
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
無

効
確
認
を
求
め
る
訴
え
は
、
訴
え
の
利
益
を
欠
き
不
適
法
で
あ
る
」
。

さ
ら
に
、
「
本
件
教
授
会
一
の
決
議
は
、
…
…
任
意
の
辞
職
を
求
め

る
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
、
本
件
教
授
会
二
の
決
議
も
、
X
に
は
教
授

会
出
席
の
ほ
か
一
切
の
教
育
諸
活
動
を
さ
せ
な
い
と
い
う
に
と
ど
ま

り
、
最
終
的
に
は
出
席
者
の
全
員
一
致
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、

上
記
決
議
に
参
加
し
た
脇
ら
に
X
に
対
す
る
不
法
行
為
が
成
立
す
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

847　（75－4－！19）
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そ
こ
で
、

あ
る
。

X
が
上
告
及
び
上
告
受
理
申
立
を
行
っ
た
の
が
本
件
で

【
判
旨
】
　
破
棄
自
判
、
控
訴
棄
却
（
上
告
事
件
に
つ
い
て
は
上
告
棄

却
決
定
）
。

一
　
ω
「
前
記
事
実
関
係
等
に
よ
れ
ば
、
本
件
発
言
は
、
そ
の
見
出

し
や
発
言
内
容
に
照
ら
し
て
、
…
…
人
権
セ
ン
タ
ー
の
展
示
内
容
に

は
偏
り
が
あ
る
と
い
う
X
の
意
見
を
表
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と

認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
件
発
言
の
趣
旨
、
内
容
等
に
か
ん
が

み
る
と
、
本
件
発
言
は
、
こ
れ
が
地
元
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
昭
の
社
会
的
評
価
の
低
下
百
足
を
生
じ
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
と
は
認
め
難
い
」
。
ま
た
、
「
X
の
講
義
方
法
等
に
つ
い
て
も
、

…
…
そ
れ
の
み
を
採
り
上
げ
て
直
ち
に
本
件
就
業
規
則
所
定
の
懲
戒

事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
る
の
は
困
難
と
い
う
ほ
か
な
い
」
。

　
「
そ
う
す
る
と
本
件
戒
告
処
分
は
、
そ
れ
が
本
件
就
業
規
則
に
お

い
て
定
め
ら
れ
た
最
も
軽
微
な
懲
戒
処
分
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て

も
、
客
観
的
に
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
理
由
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
か
ら
、
懲
戒
権
を
濫
用
す
る
も
の
と
し
て
無
効
と
い
う

べ
き
で
あ
る
」
。

②
「
ま
た
、
積
は
、
使
用
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
教
授
等
の
職
員

に
対
し
て
業
務
上
の
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
べ

き
と
こ
ろ
、
ヱ
の
規
程
上
、
教
授
会
は
学
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
の

位
置
付
け
し
か
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
（
A
大
学
学
則
一
〇
条
一
項
）
、

上
記
業
務
命
令
に
係
る
権
限
の
行
使
が
特
に
教
授
会
等
の
機
関
に
専

権
的
に
委
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
り
る
趣
旨
の

規
定
も
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
名
の
代
表
者
で
あ
る
理
事

長
は
、
X
に
対
し
、
業
務
上
の
必
要
性
等
に
か
ん
が
み
、
教
授
会
へ

の
出
席
そ
の
他
の
教
育
諸
活
動
を
や
め
る
よ
う
命
ず
る
業
務
命
令
を

発
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
件
要
請

は
、
呂
が
X
に
対
し
、
理
事
長
名
の
文
書
で
教
授
会
へ
の
出
席
そ
の

他
の
教
育
諸
活
動
を
や
め
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
反

す
る
行
動
を
不
問
に
付
す
る
趣
旨
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
な
い
か

ら
、
単
に
X
に
対
し
上
記
活
動
の
自
粛
を
求
め
る
趣
旨
に
と
ど
ま
る

も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
要
請
は
、

ヱ
が
使
用
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
X
に
対
し
て
発
し
た
業
務
命
令
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
無
効
確
認
を
求
め
る
訴
え
は
適

法
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
本
件
要
請
が
本
件
教
授
会
一
の
決
議
を
受

け
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
本
件
要
請
に
お
い
て
「
お
辞
め

下
さ
い
。
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
上
記
判
断

を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
そ
し
て
、
前
記
事
実
関
係
等
に
よ
れ
ば
、
昭
は
、
X
が
本
件
大
学

の
教
員
と
し
て
不
適
切
な
人
物
で
あ
り
、
辞
職
し
て
も
ら
う
の
が
適
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当
と
の
判
断
の
下
に
、
執
拗
に
辞
職
を
勧
奨
し
、
X
が
同
勧
奨
に
応

じ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
懲
戒
に
値
す
る
事
由
が
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
X
を
本
件
戒
告
処
分
に
付
し
た
上
、
さ
ら
に
、
何
ら
業
務
上

の
必
要
性
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
授
と
し
て
最
も
基
本
的
な

職
責
で
あ
る
教
授
会
へ
の
出
席
及
び
教
育
諸
活
動
を
停
止
す
る
旨
の

業
務
命
令
で
あ
る
本
件
要
請
を
し
、
か
つ
、
本
件
訴
訟
提
起
後
に
撤

回
さ
れ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
本
件
A
大
学
短
期
大
学
部
に
新
た
に

設
け
ら
れ
た
一
室
に
お
い
て
、
通
常
大
学
教
授
の
本
来
的
業
務
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
X
の
専
攻
分
野
と
も
関
連
性
の
な
い
学
園
史
の
英
訳

等
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
と
い
う
不
利
益
を
殊
更
に
課
し
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
制
裁
的
意
図
に
基
づ

く
差
別
的
取
扱
い
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
行
為
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
要
請
は
、
業
務
上
の
必
要
性
を
欠
き
、
社

会
通
念
上
著
し
く
合
理
性
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
業
務

命
令
権
を
濫
用
す
る
も
の
と
し
て
無
効
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
い

う
べ
き
で
あ
る
」
。

⑧
「
さ
ら
に
、
前
記
事
実
関
係
等
に
よ
れ
ば
、
脇
ら
は
、
X
に
懲
戒

に
値
す
る
事
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
審
査
委
員
会
に
お
い
て
、

…
…
辞
職
し
て
も
ら
う
の
が
適
当
と
の
結
論
を
出
し
た
上
、
本
件
教

授
会
一
（
脇
を
除
く
。
）
及
び
同
等
の
決
議
に
賛
成
し
た
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
X
の
名
誉
を
殿
損
す
る
不
法
行
為
に
当
た
る

こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
」
。

二
　
「
以
上
に
よ
れ
ば
、
…
…
原
審
の
判
断
に
は
、
判
決
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
る
。
論
旨
は
理
由
が
あ

り
、
原
判
決
は
破
棄
を
免
れ
な
い
。
そ
し
て
、
本
件
戒
告
処
分
等
の

無
効
確
認
請
求
を
認
容
し
、
脇
ら
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
二
〇

〇
万
円
の
限
度
で
認
容
し
た
第
一
審
判
決
の
結
論
は
正
当
で
あ
る
か

ら
、
呂
ら
の
控
訴
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
」
。

【
評
釈
】
　
結
論
賛
成
（
た
だ
し
、
理
由
の
一
部
に
疑
問
）
。

1
　
本
判
決
の
意
義

　
ω
本
件
は
、
呂
の
設
置
す
る
A
大
学
（
鈴
鹿
国
際
大
学
）
の
国
際

学
部
教
授
で
あ
る
X
が
、
地
元
新
聞
紙
上
で
行
っ
た
発
言
等
を
理
由

と
し
て
、
呂
か
ら
戒
告
処
分
を
受
け
、
さ
ら
に
、
教
授
会
へ
の
出
席

そ
の
他
の
教
育
諸
活
動
を
停
止
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

積
に
対
し
、
こ
の
戒
告
処
分
及
び
要
請
の
無
効
確
認
を
求
め
る
と
と

も
に
、
こ
れ
ら
の
手
続
に
関
与
し
た
脇
及
び
ぬ
に
対
し
不
法
行
為
に

基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

　
教
授
会
出
席
停
止
等
の
効
力
等
が
争
点
と
な
っ
た
近
時
の
裁
判
例

（
セ
ク
ハ
ラ
訴
訟
を
除
く
。
）
と
し
て
は
、
学
校
法
人
に
対
し
昇
任
期

待
権
侵
害
等
に
よ
る
慰
謝
料
請
求
を
提
起
（
別
訴
）
し
た
こ
と
を
理

由
と
し
て
、
訴
訟
が
係
属
す
る
間
、
大
学
教
授
会
に
お
い
て
、
教
員
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の
教
授
会
出
席
及
び
講
義
担
当
停
止
等
を
決
議
し
た
こ
と
が
不
法
行

為
を
構
成
す
る
と
し
て
損
害
賠
償
等
を
請
求
し
た
学
校
法
人
秋
田
経

済
法
科
大
学
事
件
（
仙
台
高
秋
田
罫
書
平
成
一
〇
・
九
・
三
〇
判
タ

一
〇
一
四
号
二
二
〇
頁
）
が
あ
る
。
同
判
決
は
、
請
求
を
棄
却
し
た

原
判
決
を
一
部
変
更
し
、
学
校
法
人
に
対
し
慰
謝
料
一
〇
〇
万
円
及

び
弁
護
士
費
用
二
〇
万
円
の
支
払
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
、
私
立
大

学
教
員
が
大
学
の
学
長
、
理
事
を
業
務
上
横
領
等
で
刑
事
告
発
し
た

こ
と
等
に
つ
い
て
、
教
授
会
決
議
に
基
づ
き
大
学
側
が
、
当
分
の
間

教
授
会
へ
の
出
席
を
停
止
す
る
処
分
及
び
授
業
の
担
当
か
ら
は
ず
す

処
分
を
し
た
こ
と
に
対
し
、
妨
害
排
除
、
損
害
賠
償
等
を
請
求
し
た

学
校
法
人
栴
檀
学
園
（
東
北
福
祉
大
学
）
事
件
（
仙
台
地
判
平
成
一

一
・
一
二
・
二
二
判
時
一
七
二
七
号
一
五
八
頁
）
が
あ
る
。
同
判
決

で
は
、
教
授
会
出
席
部
分
の
妨
害
排
除
請
求
を
認
容
し
、
授
業
担
当

部
分
の
地
位
確
認
と
妨
害
排
除
を
却
下
、
ま
た
学
校
法
人
に
対
し
慰

謝
料
二
五
〇
万
円
の
支
払
を
命
じ
て
い
る
。
一
方
、
本
件
は
、
学
外

で
の
発
言
等
を
理
由
と
し
て
、
教
授
会
決
議
に
基
づ
き
、
教
授
会
出

席
等
の
停
止
要
請
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
事
実
関
係
に
お
い
て
、

前
記
裁
判
例
と
は
若
干
性
質
を
異
に
す
る
事
案
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
本
最
高
裁
判
決
は
、
従
来
下
級
審
で
争
点
と
な
っ
て
い
た
私
立
大

学
教
授
会
の
位
置
付
け
や
権
限
の
解
釈
に
関
し
、
学
則
の
規
定
に
基

づ
き
「
学
長
の
諮
問
…
機
関
」
で
あ
る
と
解
し
た
こ
と
、
ま
た
、
教
授

会
出
席
等
の
停
止
要
請
に
つ
い
て
は
、
理
事
長
の
「
業
務
命
令
」
と

判
断
し
た
上
で
、
業
務
命
令
権
を
濫
用
し
無
効
で
あ
る
と
結
論
付
け

た
こ
と
の
二
点
に
特
徴
を
有
す
る
。

　
②
本
判
決
の
争
点
は
、
①
戒
告
処
分
の
効
力
、
②
本
件
要
請
の
無

効
確
認
に
係
る
訴
え
の
適
否
、
③
本
件
要
請
の
効
力
、
及
び
④
脇
及

び
ぬ
の
責
任
の
四
点
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
各
論
点
に
つ

い
て
順
次
検
討
を
加
え
る
。

2
　
戒
告
処
分
の
効
力
に
つ
い
て

　
昭
は
、
本
件
発
言
や
こ
れ
ま
で
の
講
義
方
法
等
が
、
仏
就
業
規
則

三
五
条
（
遵
守
事
項
）
一
号
、
同
四
二
条
（
懲
戒
）
一
号
、
五
号
、

六
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
同
四
三
条
（
懲
戒
方
法
）

一
号
に
基
づ
き
X
を
戒
告
す
る
旨
の
処
分
（
本
件
戒
告
処
分
）
を

行
っ
た
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
そ
の
効
力
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
。

　
マ
ス
コ
ミ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
内
容
が
、
地
元
新
聞
の
記

事
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
A
大
学
の
肩
書
き
を
使

用
し
た
と
は
い
え
、
私
的
領
域
で
の
自
己
の
専
門
分
野
に
関
す
る
意

見
の
開
陳
で
あ
り
、
認
定
事
実
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
昭
及
び

A
大
学
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
X
の
講
義
方

法
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
学
園
の
事
業
活
動
に
直

接
関
連
を
有
す
る
も
の
、
及
び
社
会
的
評
価
の
殿
損
を
も
た
ら
す
も
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の
（
菅
野
和
夫
『
労
働
法
第
八
版
』
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
三

九
七
頁
）
で
も
な
く
、
懲
戒
事
由
（
戒
告
）
に
は
該
当
し
な
い
と
解

さ
れ
る
。

　
こ
の
点
、
本
判
決
も
同
様
に
、
「
本
件
発
言
の
趣
旨
、
内
容
等
に

か
ん
が
み
る
と
、
本
件
発
言
は
、
こ
れ
が
地
元
新
聞
紙
上
に
掲
載
さ

れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
呂
の
社
会
的
評
価
の
低
下
殿
損
を
生
じ
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
と
は
認
め
難
い
。
」
と
判
示
し
た
。

　
周
知
の
と
お
り
、
大
学
教
授
は
、
憲
法
二
三
条
に
定
め
る
学
問
の

自
由
の
下
で
、
研
究
の
自
由
を
保
障
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
判
例
・

学
説
上
、
そ
の
成
果
を
発
表
す
る
自
由
に
つ
い
て
も
、
学
問
の
自
由

に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
（
芦
部
信
喜
『
憲
法
学
m
人
権
各
論

（一

j
［
増
補
版
］
』
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
二
〇
九
頁
以
下
）
。

ま
さ
し
く
本
件
発
言
は
、
比
較
政
治
論
等
を
専
門
と
す
る
X
の
研
究

成
果
に
裏
打
ち
さ
れ
た
見
解
を
発
表
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
が
学
会
や
論
文
集
等
の
専
門
誌
に
よ
る
発
表
で
は
な
く
、

た
と
え
一
般
市
民
を
対
象
と
し
た
地
元
新
聞
紙
上
で
の
発
表
（
発

言
）
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
研
究
発
表
の
自
由
を
妨
げ
る
も
の
で
は

な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
大
学
内
部
あ
る
い
は
私
的
領
域
の
何
れ

か
で
の
発
言
で
あ
ろ
う
と
も
、
本
判
決
が
説
示
す
る
懲
戒
事
由
該
当

性
の
判
断
基
準
と
し
て
の
「
昭
の
社
会
的
評
価
の
低
下
殿
損
」
に
該

当
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
職
場
外
で
の
活
動

あ
る
い
は
非
行
を
理
由
と
す
る
懲
戒
処
分
に
係
る
判
例
・
学
説
の
判

断
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
お
り
、
妥
当
な
判
断
で
あ
る
と
い
え
る

（
本
判
決
の
説
示
す
る
法
理
は
、
職
場
外
の
行
為
と
懲
戒
処
分
に
関

す
る
事
案
で
あ
る
国
鉄
中
国
支
社
事
件
（
最
高
裁
一
小
判
昭
和
四

九
・
二
・
二
八
男
時
七
三
三
号
一
八
頁
）
で
示
さ
れ
た
、
企
業
の
社

会
的
「
評
価
の
低
下
弁
当
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
客
観
的
に

認
め
ら
れ
る
が
ご
と
き
所
為
に
つ
い
て
は
、
職
場
外
で
さ
れ
た
職
務

遂
行
に
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
な
お
広
く
企
業
秩
序
の
維

持
確
保
の
た
め
に
、
こ
れ
を
規
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

場
合
も
あ
り
う
る
」
と
す
る
判
断
枠
組
み
に
依
拠
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
）
。
た
だ
し
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
発
言
内
容
が
人
権
問
題

等
に
関
す
る
も
の
で
、
か
つ
、
社
会
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
す
場
合

に
つ
い
て
は
、
一
般
私
企
業
の
労
働
者
と
比
較
し
、
懲
戒
事
由
該
当

性
の
判
断
基
準
を
一
定
程
度
厳
し
く
す
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　
結
論
と
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
懲
戒
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と

か
ら
、
判
例
上
確
立
し
た
懲
戒
権
濫
用
法
理
に
基
づ
き
、
本
判
決
は
、

「
本
件
戒
告
処
分
は
、
…
…
客
観
的
に
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
理
由

を
欠
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
懲
戒
権
を
濫
用
す
る
も

の
と
し
て
無
効
」
と
判
示
し
て
お
り
、
妥
当
な
結
論
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
な
お
、
こ
の
判
例
法
理
は
、
平
成
二
か
年
三
月
一
日
施
行
の
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労
働
契
約
法
一
五
条
（
懲
戒
）
に
お
い
て
明
文
化
さ
れ
た
た
め
、
以

降
の
事
案
に
つ
い
て
は
同
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
同
法
一

五
条
の
懲
戒
権
濫
用
規
制
の
意
義
、
要
件
・
効
果
に
つ
い
て
は
、
土

田
道
夫
「
労
働
契
約
法
の
解
釈
」
季
刊
労
働
法
二
二
一
号
（
二
〇
〇

八
年
六
月
置
二
三
頁
参
照
）
。

3
　
本
件
要
請
の
無
効
確
認
に
係
る
訴
え
の
適
否
に
つ
い
て

　
本
判
決
は
、
「
呂
は
、
使
用
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
教
授
等
の

職
員
に
対
し
て
業
務
上
の
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解

す
べ
き
」
こ
と
、
ま
た
、
学
則
上
、
教
授
会
が
学
長
の
諮
問
機
関
で

あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
「
本
件
要
請
は
、
硫
が
使
用
者
と
し
て

の
立
場
か
ら
X
に
対
し
て
発
し
た
業
務
命
令
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
、
そ
の
無
効
確
認
を
求
め
る
訴
え
は
適
法
と
解
さ
れ
る
。
」

と
判
示
し
て
お
り
、
適
法
と
判
断
し
た
本
判
決
に
異
論
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
判
決
は
、
尚
書
き
で
、
「
教
授
会
一
の
決
議
を
受

け
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
〔
は
（
筆
書
注
・
以
下
同
）
〕
、
…
…

上
記
判
断
〔
す
な
わ
ち
、
本
件
要
請
が
業
務
命
令
で
あ
る
こ
と
、
無

効
確
認
の
訴
え
は
適
法
で
あ
る
こ
と
〕
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な

い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
、
一
審
判
決
は
、
「
A
大
学
で
は
、
教
授
に
対
す

る
業
務
命
令
権
や
懲
戒
権
限
は
、
最
終
的
に
は
こ
れ
を
設
置
す
る
硲

理
事
長
に
留
保
さ
れ
て
い
る
（
呂
就
業
規
則
…
…
）
。
し
か
し
、
大

学
の
運
営
に
関
し
て
は
、
憲
法
二
三
条
で
保
障
さ
れ
た
学
問
の
自
由
、

大
学
の
自
治
の
観
点
か
ら
、
学
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
置
か
れ
た
教

授
会
が
重
要
事
項
を
審
議
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
（
A
大
学
学
則

…
…
、
A
大
学
教
授
会
規
程
…
…
）
、
そ
の
審
議
結
果
を
踏
ま
え
た

学
長
の
意
見
を
理
事
長
に
伝
え
、
理
事
長
は
こ
れ
を
十
分
に
尊
重
し

て
業
務
命
令
や
懲
戒
を
行
う
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
了
解
さ
れ

て
い
る
。
」
と
す
る
一
般
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
説
示
は
、
教

授
会
決
議
の
位
置
付
け
と
業
務
命
令
の
関
係
を
明
確
に
表
し
て
お
り
、

控
訴
を
棄
却
し
た
本
判
決
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
前
提
に
し
た
う

え
で
、
尚
書
き
以
下
を
記
し
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
判
決
の
結
論
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
判
決
は
、
学
長
の
諮
問

…
機
関
で
あ
る
教
授
会
が
行
っ
た
決
議
と
業
務
命
令
の
関
係
を
も
う
少

し
丁
寧
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
教
授
会
の
位
置
付
け
に
関
し
て
は
、
教
授
会
の
重
要
事
項

に
対
す
る
審
議
権
、
す
な
わ
ち
、
学
校
教
育
法
九
三
条
（
平
成
一
九

年
改
正
前
・
五
九
条
）
一
項
「
大
学
に
は
、
重
要
な
事
項
を
審
議
す

る
た
め
、
教
授
会
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
条
項
の

解
釈
が
論
点
と
な
る
が
、
文
理
解
釈
上
、
教
授
会
は
執
行
機
関
で
は

な
く
審
議
…
機
関
（
意
思
決
定
機
関
）
と
解
す
る
の
が
通
説
的
見
解
で

あ
る
（
鈴
木
勲
編
著
『
逐
条
学
校
教
育
法
第
三
次
改
訂
版
』
（
学
陽
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書
房
、
一
九
九
五
年
）
四
八
八
頁
以
下
参
照
。
一
方
、
審
議
機
関

（
諮
問
機
関
）
と
す
る
見
解
と
し
て
、
青
谷
和
夫
「
私
立
大
学
教
授

会
の
権
限
（
下
）
し
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
三
巻
五
号
（
一
九
八
0
年
五

月
）
三
九
頁
が
あ
る
）
。
審
議
…
機
関
で
あ
る
教
授
会
に
大
学
管
理
運

営
上
の
決
定
権
を
付
与
す
る
か
、
教
授
会
審
議
を
手
続
要
件
と
す
る

か
否
か
等
は
当
該
大
学
の
内
部
規
範
に
基
づ
く
こ
と
と
な
る
。
本
件

類
似
の
前
掲
・
学
校
法
人
栴
檀
学
園
（
東
北
福
祉
大
学
）
事
件
で
は
、

「
学
則
等
が
、
大
学
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
教
授
会
に

実
質
的
な
決
定
権
や
関
与
権
を
与
え
て
い
る
」
と
認
定
し
て
お
り
、

学
則
上
、
教
授
会
を
単
な
る
学
長
の
諮
問
機
関
と
す
る
本
件
と
の
対

比
に
お
い
て
、
興
味
深
い
事
案
で
あ
る
。

4
　
本
件
要
請
の
効
力
に
つ
い
て

　
本
判
決
は
、
呂
が
X
に
対
し
て
行
っ
た
一
連
の
辞
職
勧
奨
、
戒
告

処
分
及
び
要
請
等
を
、
「
制
裁
的
意
図
に
基
づ
く
差
別
的
取
扱
い
で

あ
る
と
み
ら
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
行
為
」
と
認
定
し
、
本
件
要
請

は
、
「
業
務
上
の
必
要
性
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
著
し
く
合
理
性
を

欠
く
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
業
務
命
令
権
を
濫
用
す
る
も
の
と

し
て
無
効
」
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。

　
一
般
に
業
務
命
令
権
は
、
労
働
契
約
に
根
拠
を
有
し
（
電
電
公
社

帯
広
局
事
件
（
最
高
裁
一
小
判
昭
和
六
一
・
三
・
＝
二
塁
判
四
七
〇

号
六
頁
）
）
、
命
令
の
範
囲
が
「
労
働
契
約
上
の
義
務
の
範
囲
内
に
含

ま
れ
る
も
の
」
で
あ
る
限
り
、
業
務
命
令
は
有
効
で
あ
る
と
解
さ
れ

る
（
国
鉄
鹿
児
島
自
動
車
営
業
所
事
件
（
最
高
裁
二
小
判
平
成
五
・

六
・
一
一
宮
古
六
三
二
号
一
〇
頁
）
。
使
用
者
の
業
務
命
令
権
に
つ
い

て
は
、
中
窪
裕
也
・
野
田
進
・
和
田
肇
『
労
働
法
の
世
界
［
第
七
版
］
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
七
四
頁
以
下
参
照
）
。

　
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
教
授
会
へ
の
出
席
そ
の
他
の
教
育
諸
活

動
の
停
止
を
求
め
る
要
請
（
本
件
要
請
）
は
、
濫
と
X
問
の
労
働
契

約
に
お
け
る
本
質
的
義
務
で
あ
る
労
務
提
供
義
務
、
す
な
わ
ち
、

「
教
育
研
究
」
活
動
の
内
、
「
教
育
」
活
動
そ
の
も
の
を
停
止
さ
せ
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
件
要
請
が
、
業
務
上
の

必
要
性
（
例
え
ば
、
疾
病
に
よ
り
講
義
が
困
難
と
判
断
さ
れ
る
場
合

等
）
も
な
く
、
か
つ
業
務
命
令
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と

解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
判
決
が
、
本
件
要
請
は
「
業
務
命
令
権
を

濫
用
す
る
も
の
と
し
て
無
効
」
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
こ
と
は
妥
当

な
判
断
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
点
、
一
審
判
決
に
お
い
て
は
、
教
授
会
へ
の
出
席
停
止
に
つ

い
て
、
「
教
授
会
の
出
席
は
学
問
研
究
を
行
う
権
利
と
密
接
な
関
係

を
有
し
、
労
働
契
約
上
の
法
的
保
護
に
値
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
も

の
で
あ
る
か
ら
、
教
授
を
教
授
会
に
出
席
さ
せ
な
い
と
の
決
定
は
、

当
該
教
授
に
重
大
な
懲
戒
事
由
が
あ
る
と
か
、
当
該
教
授
が
教
授
会
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に
出
席
す
る
こ
と
に
よ
り
教
授
会
の
運
営
に
支
障
を
生
ず
る
な
ど
の

正
当
な
理
由
の
な
い
限
り
は
、
教
授
会
は
、
か
か
る
決
定
を
な
し
得

ず
、
か
か
る
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
な
さ
れ
た
決
定
は
無
効
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
教
授
会
の
決
定
に
沿
う
業
務
命
令

も
当
然
に
無
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
」
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
他
の
教
育
諸
活
動
の
停
止
に
関
し
て
も
、
「
大
学
教
授
と
し
て
、

そ
の
〔
つ
ま
り
、
学
生
を
教
授
し
、
そ
の
研
究
を
指
導
す
る
こ
と

の
〕
法
的
利
益
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
教
授
会
や
呂
理
事
長

が
、
X
に
対
し
、
正
当
な
理
由
な
く
、
教
育
諸
活
動
を
禁
止
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
」
と
述
べ
、
上
記
同
様
、
教
授

会
決
定
及
び
業
務
命
令
を
無
効
と
判
示
し
て
い
る
。
一
審
判
決
と
本

判
決
の
論
理
構
成
は
、
前
者
が
教
授
会
決
議
の
無
効
イ
コ
ー
ル
業
務

命
令
も
無
効
、
後
者
が
業
務
命
令
権
の
濫
用
に
よ
る
無
効
、
と
異

な
っ
て
い
る
。
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
ま
ず
は
教
授
会
決
議
の
効
力

に
つ
い
て
、
法
的
評
価
を
加
え
る
一
審
判
決
の
判
断
が
、
学
問
の
自

由
、
大
学
の
自
治
を
基
底
と
す
る
教
育
法
体
系
（
憲
法
、
教
育
基
本

法
及
び
学
校
教
育
法
等
）
に
よ
り
合
致
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
審
判
決
は
、
私
立
大
学
教
員
の
業
務
が
権
利
あ
る

い
は
法
的
利
益
と
し
て
の
「
教
育
研
究
」
（
学
校
教
育
法
九
二
条
六

項
（
平
成
一
九
年
改
正
前
・
五
八
条
六
項
）
）
で
あ
る
と
解
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
業
務
命
令
権
の
行
使
に
一
定
の
限
界
が
あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
一
方
、
最
高
裁
判
決
で
あ
る
本
判
決

に
お
い
て
は
、
そ
の
点
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
判
決
中
に

教
授
会
へ
の
出
席
及
び
教
育
諸
活
動
が
「
教
授
と
し
て
の
最
も
基
本

的
な
職
責
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
考
え
方
の
根
底
に

は
、
業
務
命
令
権
の
行
使
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
も

の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
解
雇
と
の
関
係
で
は
あ
る
が
、
理

事
会
側
の
「
指
揮
命
令
権
の
限
界
」
を
主
張
す
る
学
説
と
し
て
、
松

本
忠
士
「
私
立
大
学
教
員
の
地
位
と
身
分
保
障
（
下
）
」
季
刊
教
育

法
一
二
二
号
（
一
九
九
九
年
一
二
月
）
八
○
頁
が
あ
る
）
。

　
な
お
、
関
連
す
る
論
点
と
し
て
、
「
教
育
研
究
」
活
動
を
大
学
教

員
に
付
与
さ
れ
た
権
利
と
解
し
た
場
合
、
「
大
学
教
員
の
就
労
請
求

権
」
を
肯
定
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
が
、
本
判

決
で
は
争
点
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
本
評
釈
で
は
検
討
を
割
愛
し

た
い
。

5
　
ぬ
及
び
ぬ
の
責
任
に
つ
い
て

　
本
判
決
で
は
、
脇
及
び
聡
が
、
管
理
職
と
し
て
X
に
懲
戒
事
由
が

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
審
査
委
員
会
の
結
論
に
関
与
し
、
教
授
会
で

の
決
議
に
賛
成
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
が
「
X
の
名
誉
を
殿
損

す
る
不
法
行
為
に
当
た
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
」
と
判
示
し
て

い
る
。
狭
義
に
解
す
れ
ば
、
名
誉
殿
損
の
違
法
性
は
認
め
ら
れ
難
い
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が
、
X
の
一
審
主
張
で
あ
る
「
名
誉
権
や
名
誉
感
情
が
侵
害
さ
れ
、

精
神
的
苦
痛
を
被
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
広
く
人
格
権
侵
害
の
不
法

行
為
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
損
害
賠
償
請
求
を
認
容
し
た
本
判
決
の
結

論
は
、
妥
当
な
判
断
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
本
件
の
よ
う
な

教
授
会
出
席
停
止
等
の
効
力
等
が
争
点
と
な
っ
た
先
例
（
前
掲
・
学

校
法
人
秋
田
経
済
法
科
大
学
事
件
及
び
学
校
法
人
栴
檀
学
園
（
東
北

福
祉
大
学
）
事
件
）
で
は
、
学
部
長
等
の
個
人
責
任
は
認
め
ら
れ
て

お
ら
ず
、
使
用
者
と
し
て
の
学
校
法
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
の

み
が
認
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
本
件
で
個
人
責
任
が

認
め
ら
れ
た
一
因
と
し
て
、
積
に
慰
謝
料
請
求
を
し
て
い
な
い
こ
と

が
影
響
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
一
審
判
決
で
は
、
名
誉
殿
損
の
他
に
、
「
従
来
か
ら
の
研

究
室
の
使
用
を
禁
止
さ
れ
、
教
授
会
へ
の
出
席
も
で
き
な
く
な
り
、

平
成
＝
年
四
月
か
ら
は
X
が
担
当
し
て
き
た
講
座
も
削
除
さ
れ
て

講
義
を
担
当
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
」
が
認
定
さ
れ
て
お
り
、

名
誉
殿
損
と
併
せ
、
「
精
神
的
苦
痛
を
慰
謝
す
る
に
は
二
〇
〇
万
円

を
も
っ
て
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
い
る
。
本
判
決

に
お
い
て
も
上
記
部
分
が
斜
酌
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
「
二
〇
〇
万
円
の
限
度
」
で
認
容
し
た
一
審
を
正
当
と
し

た
結
論
か
ら
判
断
す
る
と
、
斜
酌
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
べ
き
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　
本
判
決
の
評
釈
（
判
例
紹
介
）
と
し
て
、
三
井
正
信
「
大
学
教
授

の
新
聞
紙
上
発
言
を
理
由
と
す
る
懲
戒
処
分
等
の
効
力
」
民
商
法
雑

誌
＝
二
七
巻
六
号
（
二
〇
〇
八
年
三
月
）
八
四
頁
が
あ
る
。

［
参
考
文
献
］
　
本
文
中
で
引
用
し
た
も
の
の
ほ
か

草
原
克
豪
『
日
本
の
大
学
制
度
～
歴
史
と
展
望
』
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇

　
八
年
）
（
教
授
会
の
自
治
に
関
し
参
照
）

石
井
久
夫
「
私
立
大
学
の
自
治
～
理
事
会
と
教
授
会
の
権
限
調
整
に
関

　
す
る
考
察
～
」
『
教
育
行
財
政
研
究
第
二
三
号
』
（
関
西
教
育
行
政
学

　
会
、
一
九
九
六
年
）

俵
　
正
市
『
学
校
法
人
制
度
と
紛
争
事
例
の
研
究
』
（
私
学
経
営
研
究

　
会
、
一
九
九
六
年
）

脇
田
　
滋
「
雇
用
・
就
業
形
態
の
変
化
と
指
揮
命
令
権
」
日
本
労
働
法

　
学
会
編
『
講
座
二
一
世
紀
の
労
働
法
第
四
巻
』
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇

　
〇
年
）

855　（75－4－127）




